
 

介護人材確保推進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は介護人材の確保を図るため、介護人材確保推進事業に要する経費に対し、予 

算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県補助金等交 

付規則（昭和 32年新潟県規則第７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この 

要綱の定めるところによる。 

 

（交付対象事業） 

第２条 この補助金は、介護人材確保推進事業のうち次に掲げる事業を交付の対象とする。

(1) キャリア形成訪問支援事業 

(2) 現任者向け資格取得支援事業 

(3) 潜在介護人材再就職準備金貸付事業 

(4) 介護福祉士等修学資金等貸付事業 

(5) 処遇改善アップグレード支援事業 

 (6) 介護事業所ネットワーク化推進事業 

 (7) 外国人留学生奨学金等支援事業 

 (8) 外国人介護人材受入施設環境整備事業 

 (9) 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業 

 

（補助額の算出方法等） 

第３条 補助額は、次により算定する。 

(1) 別表の事業区分ごとに、基準額と補助対象経費の実支出額とを別表の交付対象者ご

とに比較して少ない方の額を選定する。 

(2) (1)により選定した額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較

して少ない方の額に別表の補助率を乗じて得た額（算定された額に 1,000 円未満の端

数が生じた場合には、これを切り捨てた額）を補助額とする。 

 

（交付の条件） 

第４条 この補助金は次に掲げる事項を条件として交付するものとする。 

(1) 経費の配分の変更又は事業の内容の変更をする場合には、知事の承認を受けること。 

ただし、第８条に定める軽微な変更は除く。 

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、知事の承認を受けること。 

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速

やかに知事に報告してその指示を受けること。 

(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証

拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管しておかなければな

らないこと。 

また、証拠書類等の保存期間が満了しない間に補助事業者が解散する場合は、その



 

権利義務を承継する者（権利義務を承継する者がいない場合は知事）に当該証拠書類

等を引き継がなければならないこと。 

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得

し、又は効用の増加した価格が 50万円以上（事業者が地方公共団体以外の者の場合は

30 万円以上）の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和 40年大蔵省令第 15 号）で定めている耐用年数を経過するまで、知事の承認を受け

ないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、

取壊し又は廃棄してはならないこと。 

(6) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を県に納付させることがあること。 

(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善

良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければなら

ないこと。 

(8) 事業主体が、次のいずれにも該当しないこと。 

ア 暴力団（新潟県暴力団排除条例（平成 23 年新潟県条例第 23号。以下「条例」と

いう。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 役員等（法人である場合には役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これら 

と同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他こ 

れらと同等の責任を有する者をいう。）が暴力団員である者 

エ 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者 

オ 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的

又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 

カ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど暴力団の

維持運営に協力し、又は関与している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

ク その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

ケ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）

第２条第１項（風俗営業）及び第５項（性風俗関連特殊営業）の規定に該当する業

種でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者 

コ 事業申請日、又は補助金交付決定日の時点で、破産、清算、民事再生手続若しく

は会社更生手続開始の申立てがなされている事業者 

(9) 事業に係る消費税及び地方消費税相当額については、消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税

法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる

部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消

費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）

が明らかになった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額す

ることとなること。また、事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税及び



 

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、第 14 条に定めるとおりとする。 

(10) 前各項により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を県に納

付させることがある。 

 

（交付申請書の提出期日等） 

第５条 規則第３条第１項の規定による申請書は、別記第１号様式によるものとし、別途指 

示する日までに知事に提出しなければならない。なお、補助金の額の変更の場合は、別記 

第２号様式による変更交付申請書を別途指示する日までに知事に提出しなければならな 

い。 

２ 前項の交付申請を行うに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕 

入控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該金額が 

明らかでない場合は、この限りではない。 

 

（交付決定における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱） 

第６条 知事は、前条第２項により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税 

額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたと 

きは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。 

２ 知事は、前条第２項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に 

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱いについて、第 14 条に定めるとお 

りとする。 

 

（変更の承認申請） 

第７条 第４条(1)の規定により知事の承認を受けようとする場合には、別記第３号様式に 

よる申請書を知事に提出しなければならない。 

 

（軽微な変更の範囲） 

第８条 第４条(1)に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 

 (1) 補助対象事業費の 20パーセント以内の変更 

 (2) 補助金交付の目的及び条件に違反しない事業計画変更 

 

（事業の中止又は廃止の承認申請） 

第９条 第４条(2)の規定により知事の承認を受けようとする場合には、別記第４号様式に 

よる申請書を事業を中止し、又は廃止しようとする日の 60日前までに知事に提出しなけ 

ればならない。 

 

（事業が予定の期間内に完了しない場合等の報告） 

第 10条 第４条(3)の規定により知事の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完 

了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類 

を知事に提出しなければならない。 



 

 

（申請の取下げ） 

第 11条 規則第７条の規定による期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算し 

  て 15 日を経過した日とする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この期日を繰り 

上げることがある。 

 

（実績報告） 

第 12条 規則第 12条の規定による実績報告書は、別記第５号様式のとおりとし、別途指 

示する日までに知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付方法） 

第 13条 補助金の交付は、規則第 13 条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後 

に行うものとする。ただし、知事が必要があると認める場合には、補助金の全部又は一 

部について概算払をすることができる。 

２ 前項ただし書の規定により概算払を受けようとするときは、別記第６号様式による 

概算払請求書を知事に提出しなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 14 条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地 

方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別記第７号様式により速やかに知事 

に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除 

税額の全額又は一部の返還を命ずる。 

 

（検査の実施） 

第 15条 知事は、補助対象者に対し、必要に応じて検査を実施することができる。 

 

（交付決定の取り消し） 

第 16条 知事は、補助対象の事業として継続することが不適当と認める場合は、交付決定 

を取り消すことができる。 

 

（その他） 

第 17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、その都度別 

に定めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成 21 年４月１日から実施し、平成 24 年 3 月 31 日をもって廃止する。 

 

附 則 



 

 この要綱は、平成 21年５月 29 日から実施し、平成 24年 3月 31 日をもって廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成 21 年 12 月１日から実施し、平成 25年 3月 31 日をもって廃止する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 25年３月 31 日から実施し、平成 26年３月 31日をもって廃止する。 

 ただし、平成 25年３月 31 日以前に交付決定を受けた事業については、従前の例による。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成 26年３月 31 日から実施し、平成 27年３月 31日をもって廃止する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 27 年７月 27日から施行し、平成 27年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 28 年４月 14日から施行し、平成 28年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成 29年４月 20 日から施行し、平成 29年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成 30年４月 27 日から施行し、平成 30年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成 31年４月５日から施行し、平成 31年４月１日から適用する。 

 ただし、平成 31年３月 31 日以前に交付決定を受けた事業については、従前の例による。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和元年７月 18 日に施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、令和２年４月３日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

ただし、令和２年３月 31日以前に交付決定を受けた事業については、なお従前の例によ

る。 

 

  附 則 

この要綱は、令和２年６月 17日に施行する。 

  

 



 

  附 則 

 この要綱は、令和３年４月 22 日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

ただし、令和３年３月 31日以前に交付決定を受けた事業については、なお従前の例によ

る。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和５年５月 15 日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 ただし、令和５年３月 31 日以前に交付決定を受けた事業については、なお従前の例によ

る。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和７年５月 28 日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 ただし、令和７年３月 31 日以前に交付決定を受けた事業については、なお従前の例によ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表 事業区分及び交付対象者等 

 

補助対象事業 対象者 基準額 対象経費 補助率 

(1)  

キャリア形成訪

問支援事業 

養成施設

等 

上限額： 

３万円/１回 

報酬、賃金、報償費、旅費、需用費

（消耗品費、印刷製本費に限る）、

役務費（通信運搬費に限る）、委託

料、使用料及び賃借料 

県 1/2 

 

(2)  

現任者向け資格 

取得支援事業 

介護サー

ビス事業

所等の運

営法人等 

上限額： 

①１人 10 万円 

②１人 15 万円 

③１人５万円 

①介護職員初任者研修の受講費用 

②介護福祉士実務者研修の受講費用 

③介護福祉士受験対策講座の受講費

用及び介護福祉士国家試験の受験

費用（受講費用に教材費（テキス

ト代等）等が含まれている場合は

それを除いた額） 

県 2/3 ま

たは 1/3 

(対象者

1/3 または

2/3) 

(3)  

潜在介護人材再 

就職準備金貸付 

事業 

団体等 詳細は実施要領に記載 

(4)  

介護福祉士等修 

学資金等貸付事 

業 

(5)  

処遇改善アップ 

グレード支援事 

業 

介護サー

ビス事業

所等 

上限額： 

20 万円/１介護

サービス事業

所等 

①キャリア段位制度のアセッサー講

習受講料 

②新人介護職員に対するエルダーメ

ンター制度導入による人材育成の

ための研修受講料等 

③専門的な相談員（社会保険労務士

など）による加算の取得等にかか

る個別の助言・指導等のための経

費 

 

①② 

県 2/3 

(対象者

1/3) 

 

③ 

県 10/10 



 

補助対象事業 対象者 基準額 対象経費 補助率 

(6)  

介護事業所ネッ 

トワーク化推進 

事業 

実施要領

で定める

団体等 

①ネットワー

ク化事業 

上限額： 

240 万円 

②ネットワー

ク化による協

働推進事業 

上限額： 

実施要領で定

めた額 

① 

・職員採用の共有化や合同面接会の

開催 

・合同研修会の開催による効率的な

職員教育の実施 

・人事交流の推進や人事異動の共有  

 化 

・経営労務管理体制の強化 等 

② 

・法人間連携プラットフォームの設 

 置 

・複数法人の連携による地域貢献の

ための協働事業の立ち上げ 

・福祉・介護人材確保・定着のための

取組 等 

①県 2/3 

(対象者

1/3） 

②県 10/10 

(7)  

外国人留学生奨 

学金等支援事業 

介護サー

ビス施

設・事業

所運営法

人等 

①日本語学校 

・学費：年額

60 万円以内 

・居住費など

の生活費：

年額 36 万円

以内 

②介護福祉士

養成施設 

・居住費など

の生活費：

年額 36 万円

以内 

①日本語学校（原則１年以内） 

・学費 

・居住費などの生活費 

②介護福祉士養成施設（原則２年以

内） 

・居住費などの生活費 

 

※介護サービス施設・事業所におい

て、通算５年間在籍しない等の場合

は、補助事業者から県に補助金の返

還が必要 

県 1/3（対

象者 2/3） 

(8)  

外国人介護人材 

受入施設環境整 

備事業 

①介護サ

ービス事

業所等 

②留学生

が在籍す

る介護福

祉士養成

施設 

①上限額： 

30 万円/１事業

所 

②上限額： 

30 万円/１施設 

①外国人介護職員とのコミュニケー

ションを促進する取組、外国人介護

職員の介護福祉士の資格取得に必要

な取組、外国人介護職員の生活支援

に必要な取組に要する経費 

②留学生が在籍する介護福祉士養成

施設が実施する教育の質の向上に必

要な取組に要する経費 

①県 2/3

（対象者

1/3） 

②県 2/3

（対象者

1/3） 

(9)  

訪問介護等サー 

ビス提供体制確 

保支援事業 

訪問介護

事業所等 

①②の合計で 50

万円/１事業所 

 
※詳細は実施要

領に記載 

①人材確保のための研修体制構築、

中山間地域や離島地域等における採

用活動、経験年数が短いホームヘル

パー等への同行等 

②経営改善のための専門家の活用、

登録ヘルパー等の常勤化促進等 

 

県 10/10 

 

 



 

 

第１号様式 

第       号  

年  月  日  

 

 新潟県知事        様 

 

                 補助事業者住所 

                      名称 

                      代表者の職、氏名       

 

 

   年度介護人材確保推進事業費補助金の交付について（申請） 

 

 標記補助金を下記のとおり交付されるよう、新潟県補助金等交付規則第３条第

１項の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 

１ 申 請 額        金       円 

 

２ 添 付 書 類 

 

 

 

 （注）所要額調書、事業計画書、歳入歳出予算（見込）書抄本その他の添付書

類は、その都度別に定める。 



 

第２号様式 

第       号  

年  月  日  

 

 新潟県知事        様 

 

   補助事業者住所 

        名称 

                      代表者の職・氏名       

 

 

   年度介護人材確保推進事業費補助金の変更交付について（申請） 

 

     年  月  日付け高齢第    号で交付決定を受けた標記補助金

に係る事業について、下記のとおり交付額を変更されるよう、介護人材確保推進

事業費補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 変更する事業 

 

２ 申 請 額  変更後の所要額  金          円 

          既交付決定額  金          円 

          今 回 申 請 額  金          円 

 

３ 変 更 の 理 由 

 

 

４ 添 付 書 類   

 

 （注）所要額調書、事業計画書、歳入歳出予算（見込）書抄本その他の添付書

類は、その都度別に定める。 



 

第３号様式 

第       号  

年  月  日  

 

 新潟県知事        様 

 

   補助事業者住所 

        名称 

                      代表者の職・氏名       

 

 

   年度介護人材確保推進事業費補助金に係る 

事業計画の変更承認について(申請) 

 

     年  月  日付け高齢第    号で交付決定を受けた標記補助金

に係る事業について、下記のとおり事業計画を変更したいので、介護人材確保推

進事業費補助金交付要綱第７条の規定により申請します。 

 

記 

 

 

１ 変更する事業 

 

２ 変 更 事 項 

 

３ 変 更 の 理 由 

 

４ 添 付 書 類 

 （必要に応じて交付申請書の事業計画書及び歳入歳出決算書（又は見込書）抄

本を添付すること。） 



 

第４号様式 

第       号  

年  月  日  

 

 新潟県知事        様 

 

 補助事業者住所 

      名称 

                     代表者の職・氏名        

 

 

   年度介護人材確保推進事業費補助金に係る事業中止 

（又は廃止）承認について（申請） 

 

     年  月  日付け高齢第    号で交付決定を受けた標記補助金

に係る事業について、下記のとおり中止（又は廃止）したいので、介護人材確保

推進事業費補助金交付要綱第９条の規定により申請します。 

 

記 

 

 

１ 中止（又は廃止）する事業 

 

 

２ 中止（又は廃止）の理由 

 

 

３ 中止（又は廃止）年月日 

 



 

第５号様式 

第       号  

年  月  日  

 

 新潟県知事        様 

 

補助事業者住所 

名称 

代表者の職・氏名        

 

 

  年度介護人材確保推進事業費補助金の事業実績について（報告） 

 

     年  月  日付け高齢第    号で交付決定を受けた標記補助金

に係る事業実績について、新潟県補助金等交付規則第１２条の規定により、下記

のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 事 業 名 

 

 

２ 添付書類 

 

 

 

 （注）精算書、歳入歳出決算（見込）書抄本その他の添付書類は、その都度別

に定める。 

  



 

第６号様式 

第       号  

年  月  日  

 

 新潟県知事        様 

 

補助事業者住所 

名称 

                     代表者の職・氏名        

 

 

  年度介護人材確保推進事業費補助金概算払請求書 

 

     年  月  日付け高齢第    号で交付決定を受けた標記補助金

について、下記のとおり概算払を請求します。 

 

記 

 

 請求金額     金           円 

   交付決定額（Ａ） 

 

                         円  

   既概算払額（Ｂ） 

 

                         円  

  今回請求額（Ｃ） 

 

                         円  

  差引残額(Ａ)－(Ｂ)－(Ｃ) 

 

                         円  

 

  



 

第７号様式 

 

第      号  

 年 月 日  

 

新潟県知事       様 

 

             補助事業者住所                 

名称                 

代表者の役職・氏名       

 

 

    年度介護人材確保推進事業費補助金に係る 

消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書 

 

 

   年 月 日付け高齢第  号で額の確定を受けた     事業について、 

介護人材確保推進事業費補助金交付要綱第 14条の規定により、下記のとおり報告 

します。 

 

記 

 

１ 補助金額（知事が補助金の額の確定通知書により通知した額）金       円 

 

２ 補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る 

  仕入控除税額                      金       円 

 

３ 消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る 

  消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額         金       円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２）               金       円 

 

 

（注）・ 別紙として積算の内訳を添付すること。 

   ・ 課税事業者の場合であっても、単純に補助金の 10％相当額が消費税及び地方消費

税にかかる仕入控除による減額等の対象額ではない。 

 


